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連載

　本年2024年４月１日、 「建物状況調査」に関する標
準媒介契約約款が一部改正施行された。
　「目的物件が既存の住宅である場合において、あっ
せん『無』とするときは、その理由を記入すること。」
➡あっせん無しの場合の理由を明記することになっ
た。 （例：売主の了解が得られなかった等）

　また、「注 建物状況調査の結果は瑕疵の有無を判
定するものではなく、瑕疵がないことを保証するもの
でもありませんが、住宅の品質に関する情報を提供
することにより、売主・買主が安心して取引ができる
よう、目的物件について、目視を中心とした非破壊調
査により、劣化事象等の状況を把握し、明らかにする
ものです。」➡建物状況調査が瑕疵の有無を判定する
ものではないということが明記された。

　6年前、2018年に、不動産の媒介契約締結の際の
「建物状況調査」の制度説明義務化がなされた。
　国土交通省の2年前の発表ではインスペクション
実施率は約37.5％とされている（肌感覚では2割くら
いだが）一方で、宅地建物取引業者があっせん無しと
したケースは約74％の数字があがっている。理由とし
ては、大半が「面倒だから」というのが現場の声。

　「基本、宅地建物取士』は、建物の劣化状況も診る
ことが出来なかったらいけない」と折りあるごと（講
演などで）に話をしている。宅建士は、最低限、変色、
ひび割れ、建物の傾きなどについての知見、ホームイ
ンスペクションの技能を身につけ、買主に十分に説明
して納得の上で購入してもらえば、後のトラブルも避
けることが出来ると考える。

　というわけで、日本の人と不動産の幸せな関係を
構築するため、ホームインスペクションの普及に向け
て活動した15年、また頑張ろうと改めて誓った今回
の法改正であった。
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2階建て戸建、集合住宅などの各所（屋根、雨樋、板金、外壁、目地、軒天等）の点検に対応が可能です。

※豊富なオプションもご用意しております。ご使用の際は、別途Ｗｉ‐ｆｉ機能付きのデジタルカメラ及び操作端末（ｉＰａｄまたはスマートフォン）が必要となります。

カメラも含めて専用のケースに
まとめて収納♪持運びに便利です

・ 誰でも簡単に設置・操作・鮮明な画質で記録出来ます。　・ 非常に軽量で持ち運びにとても便利です。
・ 無線チルト運台は、マルチ点検カメラ用のオプションとなります。（単体での販売はできません）
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点検作業を
より円滑に！！

無線運台のリモコンをポールに
装着して操作が可能！！
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